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2本日の議論

◼ 再給電方式の導入に合わせて、混雑系統ごとに混雑費用（混雑処理に必要となった値差や
電力量）を情報公開することとされている。

◼ 今回、その情報公開の内容や頻度について、実現可能な手法を検討したため、ご議論いただき
たい。
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3１．混雑費用公表の目的と留意事項

【目的】

◼ 調整電源により混雑処理を行う再給電方式は、TSOによる運用、調整であり、その仕組みその
ものでは、発電・小売事業者への価格シグナルの発信（新規電源立地において混雑系統を回
避するようなディスインセンティブ等）が無い。

◼ 一方、再給電方式の次のステップとして、価格シグナルのある市場主導型（ゾーン制、ノーダル
制）が示されている。仮に、再給電方式の適用期間中に、混雑系統の実態を十分に認識せず
に新規電源を立地すると、将来、市場主導型へ移行した際には、市場競争により発電機会が
失われるおそれがある。

◼ このため、再給電方式においても、将来を見据えて系統混雑の実態（値差、頻度、時間的推
移など）を示しておくことが有益である。

【留意点】

◼ 混雑処理における下げ調整・上げ調整を行った電源の調整単価は、その発電事業者の事業性
に影響する機微情報であるため、そのまま公表することはできない。このため、代わりに混雑調整
の値差を公表することを考えている。



4（参考）混雑費用公表の効果イメージ

◼ 市場主導型においては、混雑系統では約定できない電源が生じるため、混雑系統とそれ以外
の系統では卸電力市場価格に差が生じる。

◼ 再給電方式において混雑処理を行う系統は、当該系統内の電源構成に変化がなければ、市
場主導型に移行後も、同様の混雑が発生する可能性が高い。このため、今後の新規電源立
地やリプレース電源選定においては、再給電方式での混雑処理実施系統の把握（※）が有
益となる。

混雑
送電線 混雑系統

イメージ

（例）混雑系統
市場価格
10円/kWh

近隣系統
市場価格
12円/kWh<

※現実の系統構成は複雑であるため、混雑エリアは各TSOへ確認要



5（参考）再給電方式における混雑費用の増加イメージ

◼ 再給電方式においては、TSOにてメリットオーダーによる運用・調整を行うが、新規電源の連系等によ
り混雑の度合いが増していけば、順次安い電源を下げ調整することで混雑解消することになる。

◼ 市場主導型に移行後も、同様に混雑の度合いが大きい（出力制御量が多い）系統では、市場間
値差が大きくなる。このため、再給電方式においても、将来を見据えて系統混雑の実態（値差の大
きさ、頻度、時間的推移など）を示しておくことが有益である。
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であるため、これ以上の
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6２．混雑情報公表の内容

◼ 【地内系統の混雑管理に関する勉強会】や【マスタープラン検討委員会】で議論の結果、「混雑
系統ごとに混雑費用（混雑処理に必要となった値差や電力量）を情報提供」することと整理さ
れた。

◼ 各一般送配電事業者のHPで公表するのは、具体的には以下のような情報が妥当と考えている
がどうか。

公表項目 公表が必要な理由 掲載例

混雑処理を行った系統
・混雑系統把握による電源立地判断 ・275kV●●線

・500/275kV□□変電所

混雑処理を行った日時

・混雑回数把握による電源立地判断
・混雑時間帯把握による出力制御の影響判断
（例：夜間のみの混雑ならPVの立地には問題

ないと判断する等）

●●年□月▲日
○：○○～◆：◆◆

出力制御量 ・出力制御量把握による電源立地判断 ○○MWh

混雑処理費用
（混雑処理に用いた電源の値差
× 上記MWｈ）

・出力制御が新規電源の事業性に与える影響
を判断

○○百万円



7３．混雑情報公表のタイミング

◼ 前頁の項目の公表は、以下のタイミングが妥当と考えているがどうか。

公表名称 公表内容 公表タイミング 必要理由・タイミング設定理由

速報
・混雑処理系統
・混雑処理日時
・概算出力制御量

混雑処理発生から翌営業日 ・確報を待たずに電源立地判断を行う
発電事業者のため
・作業日数を考慮したうえで速やかに

確報 前頁のとおり
３か月以内
（例：4/15に出力制御を行った場合は

６月末まで）

調整電源の稼動確報と同等の期間

年度報

各系統の年度合計
・出力制御回数
・出力制御量
・混雑処理費用

翌年度５月末まで ・発電事業者目線では系統ごとに年度
合計を表示した方が誤認が少ない
・年度内（３月）の確報と同等


